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地域自殺対策強化交付金（地域自殺対策強化事業）の交付について 

自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）第 14 条に基づく交付金の交付について
は、別紙「地域自殺対策強化交付金（地域自殺対策強化事業）交付要綱」により行う
とされ、平成 31 年４月１日から適用することとされたので通知する。 


